令和７年度史跡井野長割遺跡整備検討委員会議事録
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	○出席者　　　　　　　　　　　　　
　副委員長　山田　康弘
　委員　高橋　龍三郎
　委員　阿部　昭典
　委　　員　一場　郁夫
　
○欠席者
委　　員　田代　順孝
  
	○事務局
佐倉市魅力推進部文化課

〇オブザーバー
（井野小学校教頭）
　塚本　崇
（千葉県教育庁教育振興部文化財課指定文化財班）
　黒沢　崇
○傍聴者
　なし



1． 開会挨拶
◯事務局Ａ
事務局お寒い中、佐倉市までおいでいただきありがとうございます。開会にあたりまして、委員の皆様方にお話をさせていただかなければなりません。昨年一般公募でご尽力いただきました蕨委員ですが、5月25日にご逝去されました。また、今年の1月8日に山田昌久委員長がご逝去されました。本当に残念なことでお悔やみ申し上げます。
今日の会議ですが、本年度は国指定になり20周年ということで、記念事業等を行っております。次第の報告事項で報告させていただきますけども、住民意見交換会などを経て、3月1日からできれば部分公開をしていきたいということで、今日の会議で忌憚のないご意見をいただきながらご審議いただき、準備を進めて参りたいと考えております。言葉が整いませんが、開会のごあいさつとさせていただきます。今日はよろしくお願いいたします。

２．報告事項
◯事務局Ａ
そうしましたら、要項に委員長が不在の場合は副委員長が補佐するという形になっておりますので、司会進行は委員Ａにお願いしたいと思います。
○委員Ａ
どうぞよろしくお願いいたします。今ご説明いただきましたように委員長の代行として、私の方で議事の方を進めさせていただきます。お手元に委員会の議事次第、報告事項や資料、審議事項の資料がございますか。それではまず議事次第２の報告事項から進めていきます。まず、維持管理について事務局から説明お願いします。
○事務局Ａ
お手元の資料1をご覧ください。1番目の維持管理ですが、実施済と実施中のものがあります。実施済みに関しましては、史跡北側の住宅街側にあった井野長割遺跡標柱看板を7月に井野小学校内の井野っ子山に移設をいたしました。それから同じ7月に史跡平坦面と、北側の住宅ゾーンの斜面部の草刈を実施いたしました。次に、現在実施中のものとしまして、ロープ柵の設置と危険木7本の伐採を今月中に実施いたします。それから井野小学校敷地内の草刈を3月に行います。なお補足としまして、標柱の移設と伐採につきましては、現状変更が必要でしたが、この現状変更の手続きは既に済んでおります。以上です。
◯委員Ａ
ただいま維持管理についてご説明をいただきました。標柱の移設と草刈や危険木の伐採等について実施済みないしはこれから実施予定ということであります。委員の先生方からご質問ご意見等ありますでしょうか。特にありませんでしょうか。それでは、ご承知いただけたということでよろしくお願いいたします。続きまして住民意見交換会についてです。事務局からご説明お願いいたします。
◯事務局Ａ
報告事項の2番目の住民意見交換会について説明いたします。7月12日土曜日に志津コミュニティセンターで住民意見交換会を開催いたしました。65戸に開催のお知らせを配布し、途中での入室を含めて6名の参加がございました。主な意見ですが、この住民意見交換会の内容をまとめてお知らせとして、もう少し広い範囲に配ってはどうか、という意見がございました。また、学校と史跡間の通路状の部分を通り抜けられないようにして欲しいという要望があります。それから防犯対策をしっかりして欲しいということで、史跡の入口以外は入れないような囲いを設けるか、防犯カメラをあちこちにつけろとまでは言わないけれども、入口にだけでもつけて欲しいという要望があります。
また、住民意見交換会とは別に1月29日に遺跡南側隣接地の歯科医院に、このあと部分公開いたしますということで、私と事務局Ｄ班長でご説明にあがりました。いただいたご意見としては、やはり安全面と防犯面を気にされていまして、防犯カメラを設置して欲しいという意見がありました。それから、照明を設置して欲しいという意見もありました。
それから前回の会議でもご説明しましたが、部分公開は遺跡南側ですけれども、その歯科医院と公開するエリアの間には大体約17メートルの距離を設けまして、その部分には立ち入り禁止看板とロープを張りますということもご説明いたしました。歯科医院からは景観を損ねないような色にして欲しいということで、緑色のロープを張るということを説明しております。
別紙６をご覧ください。こちらが部分公開の範囲を示した色分けした図です。緑色で囲った斜線部分がこの後第1期として公開する範囲になります。この図の上が北になりますが、西側にある赤線が史跡範囲で、空白になっている三角形のところに歯科医院があります。この歯科医院と、この緑の線までの距離が17ｍということで、ここをどうするかについて説明しました。通常はいつもこの部分は綺麗に草刈をしていますが、あえて幅1ｍぐらい刈り残す。夏になると1ｍぐらい草が伸びますが、あえて草刈しないで、人が通り抜けられないような方策も考えております、というふうにお伝えしました。
歯科医院さんは診察室から見える森の風景が非常に気にいっているということなので、それぞれの兼ね合いもありますが、公開した中で、人の動きを見ながら草をきれいに刈ってくれという要望があればそうしますし、やはり草は伸ばしたままがいいということであればそうすると、臨機応変に状況を見て判断していきたいと思っております。また、園路やベンチは設けるのかというご質問がありましたが、それにつきましては、園路は当面の間は設けないというお話をしました。この委員会でも説明していますが、緑色の第1期の公開部分は狭い範囲ですので、特に園路は設けないで、自由に散策できるような形をとりたいと思っております。それからベンチ等の便益施設につきましては、平成25年に整備基本計画を策定しておりまして、その計画の中では便益施設等も検討すると、それから園路につきましても簡易舗装等を検討すると計画書の中に謳っていますが、その辺につきましても、第1期部分については少し様子を見て今すぐ設置することありません、とご説明してあります。以上です。
◯委員Ａ
ありがとうございます。意見交換会について、今後の審議事項にも関わる部分もございましたが、これにつきまして委員の先生方から、何かご質問、ご意見等ございますか。
◯委員Ｂ
意見交換会で出た防犯カメラとか柵を設けるっていうのは、今後どうされる予定ですか。
◯事務局Ａ
防犯カメラにつきましては、周辺住民に史跡公開にあたりアンケートを実施しております。
その中でやっぱり防犯カメラが必要という意見がありましたので、事務局としては、設置を考えていますが、委員の先生方からぜひという、意見を賜れば実行に移したいと思っています。
それから柵については、以前に住民意見交換会でも意見を交わしたことがありますが、がんじがらめに柵をすると景観を損ねてしまうということがあります。北側の住民の人たちも、森の景観が好きであそこに引っ越してきて住んでいるという経緯がありますので、そういった見通しのきかない柵はやめてほしいということで、柵は考えておりません。一応、現状は簡易な木杭にロープをまわしているだけの柵があるので、当面は様子を見ようと思っています。
◯委員Ｂ
学校と史跡の境というのは現状どうなっているのでしょうか。
◯事務局Ａ
小学校の敷地境界には全部フェンスが巡らされていまして、ただ1ヶ所裏口だけは北側の住宅から学校の方に入れる通路があるのですけども、これより先は小学校ということで、入れないような表示はしてあります。それは学校で立てていだだいております。
◯委員Ｃ
一般住民からすれば、見学者と不審者の区別がつかないので、防犯カメラの設置要望があると思う。自分たちの住環境と防犯面とのすり合わせをするために、今後公開に向けて進んでいくために必要で、景観についても近隣住民や隣接する歯科医院についても調整しながら、住民の理解を得るためにも配慮が必要だと思います。
◯委員Ａ
はい、ありがとうございます。細かい部分についてはこの後の審議事項でご説明いただけるかと思います。よろしいでしょうか。それでは先に進めさせていただきたいと思います。
続きまして指定20周年記念事業について、事務局側からご説明をお願いいたします。
◯事務局Ａ
配布資料の別紙１を合わせてご覧ください。普及事業には、国庫補助金を受けて実施した項目があります。遺跡の説明看板と解説パネルの作成ですが、説明看板の委託については入札を行っております。遺跡の解説パネルにつきましては、12月13日の講演会に合わせて会場のロビーで数日前から展示しておりました。別紙1の真ん中の写真です。解説パネルは、Ａ1サイズで20枚を作成しています。
12月13日には国指定20周年の記念講演会を、市のコミュニティセンターで実施し、その講演会の様子の写真が別紙1の下段になります。当日の参加者は150名です。当日はこの会場の後ろに、井野長割遺跡の出土遺物を展示しました。また、解説パネルにつきましては、本日から3月15日まで佐倉図書館のロビーで、展示が始まっております。
遺跡の説明看板ですが、今月中に設置いたします。別紙6をご覧ください。看板の位置は国道296側の出入口と書いてある所で、ここに遺跡全体の説明板を設置します。それからもう1つは北側、第1期緑色で囲った先端部分、Ⅿ５と書いてある小学校の体育館前です。こちらは体育館を建てる前に、慶応大学が発掘調査した成果を看板にして設置します。
その他に遺跡から少し離れますが、東側にある赤字で書いてある井野長割公園内です。遺跡の東側対岸に当たる場所ですが、こちらにも看板を1基設置します。この公園は市の公園緑地課で管理している公園ですが、必要な手続きを市の内部で許可を終えておりますので、そちらも2月中に看板を設置いたします。以上が看板と解説パネルについての進捗です。
2番目としまして、8月5日に開催した遺跡見学会ですが、午前中に見学会を実施しました。参加者数は大人が60名、児童が19名、未就学児3名の合計82名の参加がありました。また、この後3月1日の日曜日には午前中に遺跡見学会を行う予定です。その見学会の後から、別紙10の工程表にあるように、部分公開を開始というような案で考えております。
それから先ほどご説明しましたが、12月13日に記念講演会を実施しました。タイトルは「印旛地域の縄文時代後・晩期の社会」についてで、午後開始で、私が基調報告を行い、そのあと記念講演会ということで委員Ｄにご講演いただき、150名の参加者がございました。
[bookmark: _Hlk222732091]また、8月23日土曜日にワークショップを行いました。内容は縄文土器に残された圧痕の痕跡から植物などの種類を探ってみようというもので、小学生を対象に実施いたしました。午前に7名、午後に5名、合計12名の参加がありました。講師には、植物考古学を専門とする千葉大学の大学院生の協力を得て、井野小学校の図書室をお借りして実施しました。具体的な内容としましては、井野長割遺跡から出土した土器に残された圧痕にシリコンを流し込んで圧痕レプリカを作成して、講師の先生に顕微鏡で鑑定してもらい、文化課で事前に作成した写真入りの圧痕カードを、今皆さんの席にお配りしてありますが、そのような形で、自分が採取したレプリカが何の種なのかとか、何の昆虫なのかということがわかるように写真等解説をつけたものを配って、当日採取したレプリカと一緒に持ち帰っていただくというイベントでございます。それからこの後2月14日にもう１回ワークショップを行う予定です。今度は網代編み体験でコースター作りを行います。これは午前のみの事業で、小学校5年生から大人まで定員10名で募集をし、児童生徒が3名、大人が7名でした。参加希望が多かったのですが、参加費は800円で、講師は千葉県木更津市にある竹工房竹星の竹職人さんにご指導いただくワークショップです。なお竹星さんは、佐倉市の国名勝旧堀田正倫庭園の網代垣の修繕を行っている関係でお願いしています。皆様の席に縄文と網代というチラシを配布していますが、私から縄文時代の網代について簡単に参加者にレクチャーした後に実際作ってみようという流れで行います。以上が史跡の指定20周年記念事業の内容です。
○委員Ａ
指定20周年記念事業につきまして委員の先生方からご質問ありますか。
○委員Ｃ
隣接する井野小学校との連携を今後強化した方がいいと思う。遺跡の保存や整備、地域啓発、子供たちが大きくなり遺跡を大切にしたいという思いをもってもらう。それは子供もそうだし、その子供の保護者、それから今後の地域連携を経て育てていく。この遺跡は、一番本当に適材適所の場所です。この井野小との連携をなんらかの形で強化していく。その流れでそこに通っている人たちや地域住民に味方を増やしていくのも大事だと思う。連携を強化し、教育普及と、それからそれに合わせて、地域住民に向けた戦略的互恵ですよね。遺跡に対する協力体制や人材などのシステムが出来上がっていけばいい。
○委員Ａ
何か事務局側から、話がありますか。
○事務局Ａ
毎年、井野小学校６年生を対象に授業や土器作り、土器焼きなど、児童を対象とした取り組みは行っています。
○委員Ｃ
授業はいつ頃していますか？
◯事務局Ｂ
６月前半に授業をして、後半に土器作りを行います。そのあと乾燥させ、夏は暑いので子供たちの安全のために10月に土器を焼いています。
◯委員Ｃ
それは授業の時間ですか？
◯事務局Ｂ
そうです。
◯委員Ｃ
学校では授業の年間計画があるので、最初に政治を学んでから7月あたりに歴史の授業だと思うので、この時期にイベントの講座のチラシなどを配ると、子供の感性が高まっているので、参加者も増えるという戦略があってもいいと思う。
○委員Ａ
長期にわたって遺跡の活用を考えていく上で、大変重要だと思います。他よろしいですか。
◯委員Ｄ
今の委員Ｃからのご提案にあった授業について、井野長割遺跡の資料というのは大変有名で私も高い評価をしている。この小学校等に、出前授業みたいな形で展示物を見せたりすることは毎年行っているのですか？
○事務局Ａ
授業のときにいくつか持参します。土器作りのときは本物の土器を持って行って、こういうものを作るんだよ、と見せると子供たちに大好評です。イノシシ形土製品などには見入っています。
○委員Ｄ
他の市内ではどうですか？
○事務局Ｄ
井野小学校以外だと和田小学校にお邪魔して、和田地区の歴史とイノシシ形土製品を持っていき、いろんな地域で井野長割遺跡の成果を伝えています。
◯委員Ｄ
そうですね。井野小学校だけではなく、市内全体の合意形成が重要になってくると思う。これからもよろしくお願いします。
◯委員Ｃ
展示パネルの作成について、20枚作成したということで、まだ私は拝見していないのですけど、低コストで効率よく解説できるように、ＱＲコードを看板などにシールで貼ることで、パネルの詳細内容に飛ぶようにして、遺跡を深く知りたい方や見学者に対してその方策をとったらいいかなと思う。
○委員Ａ
確かにそういった形で、さらに勉強したい方や知りたい方が情報を入手できるように考えてもいいかと思う。そうしましたら先に進めさせていただきます。続いて井野長割遺跡に関するアンケート結果について、事務局の方から説明お願いします。
◯事務局Ｂ
説明させていただきます。実施期間としましては、今年度8月5日火曜日から12月26日の期間で行いました。回答数は103名になります。関連資料として、別紙２から５がありますが順番に説明させていただきます。別紙２はアンケートの集計、別紙３、４はアンケート項目の問７の詳細な回答、別紙５は問８の回答内容です。アンケートの周知の方法としては、市の文化課のホームページと、公式のＳＮＳ（インスタグラム、フェイスブック）、市の広報紙で配布等をすることによって周知を行いました。また、見学会や志津市民大学という市民講座や佐倉学講座などの公民館講座を中心に参加者に対して配っています。また、12月の講演会でも簡単に配っております。それにプラスして回覧板を利用しまして、史跡に隣接する西ユーカリが丘自治会、ユーカリが丘7丁目自治会のお力をお借りして、お住いの方すべてにアンケートの内容を見ていただけるような措置はとらせていただきました。
アンケートの項目は、別紙２の下の10問の部分になります。細かく年代ですとか、お住まいですとか、国史跡井野長割遺跡を知っているかどうかということと、普及事業に参加したことがあるか、通常非公開であることを知っているかといった簡単なものに加えて、今後部分公開をしていくにあたってどう思うかと、その理由についても伺っており、それぞれの結果は、上の方にまとめています。一番重要になってくるのが、このクロス集計項目の表の一番下のところになると思うのですが、お住まいがどちらですかという問いと、部分公開をするのですがどう思いますかという内容がわかる表になっていまして、西ユーカリが丘・ユーカリが丘にお住まいの方、回覧板で募った方々に関しましては、賛成と反対の回答を見ると、反対の方が多いのですが、どちらかといえば公開に賛成やどちらかといえば反対ですというような、大きい項目で見た場合は、公開に賛成する方が多かったという結果になっております。他のエリアに関しましても、公開に賛成する人がほとんどだったというところでございます。
続いて別紙３に移らせていただきます。委員の皆様には事前に送付しておりますが、記載内容は原文のままとなります。それぞれ別紙２に関連して、西ユーカリが丘とユーカリが丘にお住まいの方の意見と、それ以外の志津地区にお住まいの方のご意見、志津地区以外の方のご意見、県内や県外のご意見を簡単にまとめています。基本的なベースとしては、国民共有の財産である重要な遺跡であるという観点と、地元の住民であるが知らないとか、子供の興味があって行ったけれど入れなかったというような、活用したいけど知らないというようなご意見がありました。それから遺跡を見学することで興味を持つ人も増えて理解されて、遺跡の保存・教育が広がるから、賛成するべきなのではないかという観点のご意見がありました。
別紙４に移らせていただきますが、こちらは反対する方の意見になります。分量の比率としては、反対意見があまりにも西ユーカリが丘地区以外から出なかったので、ちょっと多めに感じるのですが、実際に出ていた意見としては、賛成も反対も西ユーカリが丘地区以外の方と同様に出ております。その中でまとめてみると、重要な場所だからこそ見学会などにとどめるべきなんじゃないかと、常時人を入れずに見学会とか部分的な公開で収めるべきという観点、また常時公開になると、監視員が必要になるだろうという予測と、予算をかけるメリットがあるかどうかなど、公費に関する観点がいくつか出ておりました。一番多かったのは、人の出入りがあることによる騒音ですとか、治安悪化、それからキジが住んでいるエリアになっているので動植物の生息域を壊す可能性という自然保護の観点も寄せられています。
続いて別紙５に移ります。アンケートの問８の、公開する場合に遺跡内にどういう設備があるとよいと思われましたかという項目が質問項目であったのですが、その中で必要とする、希望する設備名をお答えいただいたものを分類して、原文のまま記載しています。大きく分けて４つあり、１つ目は工作物に関してです。総合案内所や資料館、トイレや駐車場が多くの方からご意見がありました。バス停を設置してほしいという意見がありましたが、実はバス停は既に複数ありまして、ご存じない方だったのかなと思います。それ以外はあるといいなというもので、学習施設や図書館ですとか、イベントを開催するような場所があるといいなという意見もありました。一方で箱モノは作らなくていいという意見もありましたので、ここは慎重に検討していく必要があると思いました。２つ目の項目である説明板や展示等については、かなり多くの方からジオラマを作るべきなのではというご意見がありました。あとは現在と発掘時の写真を同方向から撮影したものを比較できるように展示してくれるとわかりやすくてよいというご意見もありました。
次にシステム関連に関しましては、おそらく防犯関連だと思うのですが、入口にＱＲコード等で認証システムをつくって入るような形にしてほしいというご意見もありました。あとはアプリを作ってそれで遺跡を説明してくれるようなものがあるといいなという意見もありました。それから防犯対策について、夜間閉鎖の門が欲しいというご意見、管理センターや守衛室があったらいいというご意見と、住宅の隣接箇所への防犯設備を設置して欲しいという意見、具体的には監視カメラが欲しいというご意見もございました。以上となります。
○委員Ｃ
今回は県外の回答者が3名ですが、回答者の多くは遺跡講演会の時の参加者ですか。
○事務局Ｂ
いえ、近隣の住民の方が多分、最多だと思います。
○委員Ｃ
今後はいろんな意見をどのような形で取り込んでいくかですけども、賛成の意見はいいとしても反対意見の方に対応する形だと思う。酒々井町にも国指定史跡の旧石器時代の墨古沢遺跡がありますけど、現地に小さい看板があり、竹の柱で住居が復元されていますが、その国指定という誇りや国指定史跡の優位性というのが反対の方たちへの説明になり、私たちが今住んでいる地域住民の愛着につながる。井野長割遺跡でもふるさと意識ということで反対意見の内容をよく精査してほしい。反対意見の要旨をこちらで見ると、遺跡の現状保護と住環境への影響と見学時の対応、ガイダンスなどの環境整備や駐車場、あとは管理体制の構築が反対意見の要旨となるかなと思います。また、繰り返しとなりますけど、地域住民が遺跡を理解できるような、一般向けの広報や啓発活動、情報発信が大事になってくると思います。ちなみに、加曽利貝塚は柵で囲っていましたか？最近いっていませんが整備されて、資料館もありますが。自由に入れる状況でしたか？
○委員Ｄ
道路側に塀があります。出入口は門があるのでそこから入る仕組みになっています。
○委員Ｃ
横から入ろうと思うと入れない感じでしたか？
○委員Ｄ
入ろうと思えば入れる構造ですが、あんまり入る人はいないと思います。
◯委員Ｃ
ありがとうございます。
○委員Ｃ
加曽利貝塚博物館は、夜間は守衛をおいていますか？
○事務局Ａ
加曽利貝塚では夜間の守衛はおいていないと思います。
○委員Ｃ
博物館職員が帰宅した後は無人ということですね。
○委員Ａ
はい。情報発信の重要性が大事ということですね。国指定史跡で完全に壁とかでクローズされている事例は、ほとんどないと思う。特別史跡の三内丸山遺跡や吉野ケ里遺跡とかですと常駐する守衛、あるいは地元の警察が夜間パトロールとかそういう事例はありますが、基本的には国指定史跡は公開することが一般的で、公開の方法にもいろいろな意味があるかと思うのですが、完全にクローズというのは聞いたことがない。確かに地元の方にとっては昔からこれは不安要素として大分挙げられているところではあるので、今後オープンな形での話し合いと情報公開が重要になってくると思います。アンケートについては、いかがでしょうか？
○委員Ｄ
今回アンケート調査を詳しく分析してありますが、賛成と反対の意見がほぼ数字が拮抗しています。内容をみると、志津地区以外のところで賛成意見が多く、反対意見が志津地区に限られるというと、かなりデータの散らばり方に特徴があると思います。一つ気になるのは、ここだけ意見が固まっているということは、我々の知らないところで何か勉強会や反対集会などをやっているわけではないですよね。
○事務局Ｄ
そうですね、大きなまとまりがあるようには聞いていませんが、住民意見交換会にいらっしゃる方々にそのような反対の意見をお聞きしています。
○委員Ｄ
遺跡を身近に感じてくれるのは、ある意味で嬉しいことなんですけど、住宅地と密接にくっついていることで不安に思うのですね。あと小学校がある立地、自分たちの子供たちが通っているんだということに関して、不審者の問題がある。だから防犯対策をしてお互い歩み寄って方策を講じることが大事だと思います。子供たちへの出前授業などで出土品をみせると家に帰って遺跡のことを知らせるという役割は大きいと思う。これを踏まえて出前授業などもしっかりやってほしいと思います。
◯委員Ａ
他になにかありますか？
◯委員Ｂ
史跡の自然環境についてなんですが、木を伐採する兼ね合いっていうのは、どのようにしているのですか。盛土部分にかかる樹木だけ伐採するとか、ある程度伐採するとか逆に伐採しないのかを教えてください。
○事務局Ａ
基本スタンスとしては、盛土を健全な森として生かせるような整備をしていきますので、極端な伐採はしないです。立ち枯れとか枝が落ちてくるなど危険性のあるものについてだけ伐採するように、現在進めています。実際のところは盛土の木は、遺構保護の観点からは全部伐採したいのですが、それにはまだ現在着手していません。
○委員Ｂ
それは何本くらいあるのですか。
○事務局Ａ
直接、盛土に関わるものは、あまり多くはないです。
○委員Ｂ
たくさん伐採したという感じではないですよね。
○事務局Ａ
必要最低限の伐採しかしていません。

３．審議事項
○事務局Ａ
資料２と別紙６と７をあわせてごらんください。まず概要ですが、第1期公開範囲としまして、別紙6を見ると、出入口の南側、先ほど説明した緑色で囲った部分の斜線部分を公開いたします。公開に際しましては、遺跡全体の説明看板及び、Ⅿ５体育館の所に説明看板を設置します。先ほども申しましたけども、特に園路は設置せずに公開範囲内は自由に見学できるようにします。このⅯ５東側に公開範囲の緑色が一部突出している部分がありますけども、この部分まで行けばⅯ1を横から見ることもできるし、Ⅿ３、Ⅿ４といった、いわゆる中央窪地部分もある程度見通せることができるということで、この部分まで公開させていただきます。
それから現在は、グーグルマップとか市と県のホームページ等を検索しますと、この場所が常時公開であるとか、非公開という結果が出るのですが、公開なのか非公開なのか全く統一されてないという現状があります。これにつきましては公開の前に、前もって統一表記するようにいたします。
それから先ほども申しましたけども、この後3月1日午前中に、春季の遺跡見学会を実施いたします。そのあと午後から部分公開を開始いたします。
また、北側の住宅街に小さい木製看板がありまして、そこに井野長割遺跡のリーフレットが貼り付けてあるのですが、今後はその看板には、間違って北側に来てしまったお客様について、反対側の国道296号側にある正規の出入口に回ってもらうような案内表示をいたします。案内表示につきましては別紙の７をご覧ください。このような案内で、ぐるっと回って反対側から入ってくださいというご案内をいたします。概要は以上です。
○委員Ａ
概要について説明をしていただきました。報告事項の中で触れていただいたところもあるかと思いますが、別紙7の緑が、第1期の部分的な公開となるとのことです。この概要につきまして質問や意見がございますか。ないようですので、また説明が先に進んだ段階でご意見をいただきたいと思います。それでは2の禁止事項について事務局から説明をお願いします。
○事務局Ａ
公開するに当たり、資料８に列記してある項目を禁止事項として、現地での看板やホームページで周知したいと思います。事務局で考えた内容としましては、ロープ外への進入、通り抜けを禁止、ペットの同伴、火気の使用、ごみ捨て、動植物の採取、乗り物での進入、その他見学者の迷惑になる行為や遺跡の損傷に繋がる行為ということで禁止事項を挙げさせていただきました。この例について委員の先生方から追加などありましたらご意見お願いいたします。
○委員Ａ
はい。ありがとうございます。禁止事項につきましていかがでしょうか。
◯一場
大きさはどのくらいなのでしょうか。
○事務局Ｂ
Ａ３サイズです。
○委員Ｃ
この現地の看板に盛り込める情報はホームページ等も使うということですが、先ほど住民意見交換会の意見も踏まえての注意看板になったと思う。できれば注意事項だけより、先に遺跡の内容説明や保存の必要性を入れて、その上でソフトにご協力をお願いしますという形がいいと思います。しかし遺跡の説明と禁止事項の文字を調整しないと文面を読まないで無視される可能性もありますが。
○委員Ａ
確かに1つ1つのスペースの問題がありますし、読みやすい文字、フォントの問題とかあります。例えば先ほど委員Ｃから説明板にＱＲコードをつけて、さらにより細かく説明する工夫があるといいかもしれない。私からお伺いしたいところがありますが、例えば3番目の火気の使用と書いてありますね。もう少し具体的に書けないですかね。たばこや焚き火、花火だとかだと思いますが、ちょっと火気の使用とだけ書いてあると、わかる方にはわかるかと思うんですけども、具体的にこの敷地内ではたばこを吸わないでください、など一番懸念されるところだと思う。特に乾燥している今は、火災の発生とかが懸念される。わかりやすく説明をしてほしいです。単語でいいと思うんですね。焚き火や花火など。他いかがですか。
○委員Ｂ
周辺の家が暖炉などの焚き火のため、薪を拾っていると聞いていますが、動植物の採取、ロープ外への進入などに抵触すると思うのですが、そのあたりをどうお考えですか。
○事務局Ａ
今まで、定期的に樹木伐採とか剪定などを行っていますが、そのたびに周辺住民の方で薪ストーブを使っている方がいて、出た発生材についてはお持ち帰りいただいて結構ですと言っております。近隣住民の方からも発生材をくれないかと役所に連絡してくることがありますので、許可しています。無断で薪を取ったりはしていません。こちらで伐採が先行したときだけ持っていっていいという暗黙のルールができています。禁止事項に抵触するようなことは心配ないと思います。
○委員Ａ
原則としてそういう薪炭材を勝手に持っていくのは禁止になるわけですかね。明示しないとしても。
○委員Ｂ
もうひとついいですか？乗り物での進入禁止は車椅子とかもダメですか。
○事務局Ａ
現状は草地なので、車輪のあるものはおそらく進入できるでしょうが、他の公園みたいに舗装してないですし、下草が生えている状態で、想定しているのは自転車とかバイクなどです。
○委員Ａ
そのあたりは整備が進んできたら、いろいろと問題が出てくると思いますが、今ご説明いただいた通りですよね。一番怖いのは最近流行っている自転車ですね。少年たちが乗る、またバイクなどに乗る方にとっては凹凸のある地形ってすごく魅力的に見えるらしくて、結構他の国史跡でもお話を聞きます。そういうモトクロス系の何かターンとかやっているとか。あるいは最近ですと、SUVとかの車高の高い車など、手近なところでそういうことをやるかもしれません。これらも将来的には射程に入れた対応が必要だと思います。他いかがでしょう。
○委員Ｄ
飲食における禁止事項がないのは、何か考えがあってのことですか。子供たちがここでお昼を食べるとか、そういうことも禁止しないということですよね。
○事務局Ａ
それは別段いいと思いますが、ゴミは持ち帰るということを徹底したいと思います。
○委員Ａ
いかがでしょうか。とりあえず2の禁止事項につきましてはご了解いただけたということでよろしくお願いいたします。そうしましたら3の利用時間につきまして、説明お願いします。
○事務局Ａ
３番目の利用時間ですが、遺跡内の立ち入りが可能なのは、午前9時から午後4時までと考えています。これは何か遺跡であった場合、うちの職員が対応できる時間帯としてこのような時間を考えております。
○委員Ａ
はいありがとうございます。職員が対応できるという時間帯ということで、それ以降や前は、基本的にクローズする状況ですね。次の4にも関わってくると思うのですが、防犯カメラが24時間ずっと録画しているということですかね。ですから万が一、夜間に何かあったとしても、カメラに写っている範囲では一応証拠が残るということですね。この時間については、他の事例から見ても妥当なところかとは思います。よろしいですかね。そうしましたら３の利用時間についてもご了解いただいたということでお願いいたします。続きまして4番の防犯カメラの設置について説明をお願いします。
○事務局Ａ
防犯カメラの設置については住民意見交換会の意見、それからアンケートの結果にもありましたけれど、カメラの設置についての要望が結構強いということわかりました。事務局としましては、防犯カメラが必要かなと考えています。
別紙９にカメラの設置箇所案と現状の写真をのせています。これは史跡出入口部分の写真になります。赤い線で囲った木にカメラを設置して、歩道側に向けてくくりつけるような形を考えています。参考までに、別紙９の下の写真は現在遺跡の隣にある井野小学校についている防犯カメラです。国道296号線側からとった写真です。交差点の信号、横断歩道の所に向けて設置されている状況です。この写真のカメラは、市が設置したもので我々の設置するカメラはこれと全く同じということではなくて、より簡易なものです。屋外使用の太陽光ソーラーパネル、ソーラー電池なんですけども、すごく安価なものですので、かなり精度的には落ちるのですけど、そういったものを今考えています。これは年度内、３月に設置を考えています。
○委員Ａ
委員の先生いかがでしょうか。カメラのシステムなのですけれども、ＳＤカードとかそういうものじゃなくて、クラウドで全部管理するような形になるのですか？
○事務局Ａ
カメラについては、ＳＤカード方式です。
○委員Ａ
ＳＤカードだと、記録だけについてはそうなんですけども、24時間 ＳＤカードで録画するということですか。
○事務局Ａ
カメラ設定がどうなのか、具体的なところはわからないのですが、設定を24時間常時録画や決められた時間帯だけという設定があるらしいです。いずれにしてもある日数が経つと上書きされていきます。
○委員Ａ
あと何か動いたものを録画するとか、そういう機能をつけるとか。自分が関係していたところで、ＳＤカードを使っていた時、容量の問題や管理の問題があって、できればクラウドでもって管理できた方がいいような気はします。それは記録性の問題で、ＳＤカードでもいろいろ容量があります。24時間ずっと記録する形になると、相当でかいもので消耗品として考えたほうがいいものなので、どれくらいもつものかということを考えると、できたらクラウドの方がいい気がします。今ですと、カメラ1台、2台ぐらいならそんなに費用がかからないと思う。どういうカメラを持たれるかによっても違ってくるかと思うのですが。
○事務局Ｃ
それについては検討させていただきますけども、防犯カメラについてはマストなので、とにかく公開をするにあたって、まずは、地域住民の方々に対して防犯・安全対策をしたという姿勢をとるというところが、大事だと考えていますので、ぜひクラウドでできればいいんですけども、まずはＳＤカードでも進めていきたいということを考えております。クラウドについては、今後、予算の関係も含めて検討していきたいと思います。
○委員Ａ
そうですね。いやもちろんそのおっしゃることはわかるんですけども、もし万が一、機能しなかった場合もあるので、そういうリスクはなるべく避けたいところかと思います。その辺りも含めて、ご検討いただければということです。
○委員Ｃ
防犯カメラを木に括り付けるということですが、この写真の電柱につけてはいけないのか？
○事務局Ａ
そうしますと使用料が発生します。
○委員Ｃ
木だといたずらされませんか？
◯事務局Ａ
　高いところに、ハシゴで取り付ける形を考えています。
◯委員Ｃ
とりあえず設置するということからスタートということですね。
○委員Ｂ
資料８にある防犯カメラを設置したという表記ですが、それ以外で目立つように、一目でわかるような防犯カメラがありますという表記はしないのでしょうか？どっちかというと抑止力のような効果を期待したい。
○委員Ａ
防犯カメラの設置場所の問題があると思う。というのは、防犯カメラは結構盗難されるんですね。盗まれるんですよ。だから、ここにあからさまにありますよっていうのでいいんですけど、簡単に取れるような、今回木につけると多分簡単に登って持っていかれると思う。
防犯カメラがありますよっていうのは重要で、ここにありますよっていう表示があれば、ここを通ったらもう見られているのだなということがわかるんですよ。確かに抑止力なんですけども、それをやる場合には、カメラそのものが盗難被害に遭わないような、例えば高いところにつけるとかですね、そういうような仕様にしておかないと、他の事例では2週間で持っていかれちゃったっていうのが実はあってですね、設置については少し検討してほしい。
◯委員Ｃ
　防犯カメラの費用はいくらぐらいなのですか？？
○事務局Ａ
この防犯カメラは２万円代くらいですが、ちなみに井野小学校でつけているカメラは100万円以上で、設置費用だけで5、60万はかかります。
○委員Ａ
予算的な問題等、解決ができないと思いますが、課題を十分考慮された形で設置をお願いします。とりあえず防犯カメラを設置するのはマストというふうにお話をいただきましたけども、設置することでその仕様内容等に関しましてはこの委員会を受けてもう一回検討するという形でよろしいですか。そうしましたら先進めさせていただきたいと思います。審議事項の5の今後の公開スケジュールにつきまして、事務局から説明お願いいたします。
○事務局Ａ
別紙10をご覧ください。以前の委員会の資料に提示した公開のスケジュール予定を黒の線で、それから赤で示したのが実績になります。第1期の公開につきましては、この3月からということで、赤い点線が3月からスタートしています。この後の第２期以降は、令和10年度をめどに第２期公開エリアを公開にできればというふうに考えていますが、今回の第１期公開を経て、公開範囲内のエリアや周囲の様子を踏まえて、十分な対策をとったのちに時期をみて範囲の拡大に移ることにしたいと思います。目標は、希望としては令和10年度ですけれども、その辺は、状況をみて判断していきたいと思います。
それから公開スケジュールの中で、さきほど報告しましたが、標柱の移設は今年度に行いました。説明看板につきましては、この2月中に看板が設置完了となりました。当初は説明看板①ですが、備考にあるように、当初は遺跡全体と縄文の道の説明を考えていましたが、縄文の道については、どういった表示方法をするのかということがまだ検討しきれておりませんので、今年度は見送りました。遺跡全体の説明とⅯ５の説明看板が今年度の実績となります。また、縄文の道につきましては、今後どのタイミングでどのような仕様でやっていくのかを検討していきたいと思っています。
展望としては、先ほどから上がっていますけれども、周辺の住民に対する安全防犯面や迷惑駐車等の対策が問題になってくると思います。今後の整備内容やスケジュールにつきましては、保存活用計画を策定して、その中で、全体計画の見通しをたてる必要があると思います。平成25年に整備の基本計画書を策定していますが、かなり年数が経っていますので、周辺の環境もかなり変わってきているので、当初の計画通りのような状況ではなくなってきています。そのため現状の計画を見直して全体計画を練って、県の文化財課とも協議いたしまして、計画を立てていきたいと考えています。
○委員Ａ
今後の公開スケジュールについてご説明がありましたが、委員の先生方はいかがですか。
○委員Ｃ
審議事項だけでなく、全体についてですが、アンケート結果をトータルで自分なりに分析したのですが、プラスで遺跡を考えてらっしゃる方は、教育普及とそれから環境整備を進めることができれば、推進していくことに賛成というご意見が多かったと思う。マイナスの意見を持っている方は、環境保全と防犯対策が多いので、この両面で調整しながら、推進していただける方、反対している方と意見調整しながら推進していく必要がある。先ほどお話ししているように、教育普及には力を入れていって、次世代それから地域住民、保護者、その辺からですね、推進していけるように舵をきっていく必要があるのかなと思います。
○委員Ａ
他の先生いかがでしょうか。まず、公開スケジュールについて、それに加えて何か補足、あるいはその他ご意見ありますか。
◯委員Ｂ
公開範囲は広がっていく中で、この遺跡を活用しながら、イベントをするという計画はあるのでしょうか。
○事務局Ｃ
特段イベントというのは考えていないですが、一般の方に対する見学会等をこれまでどおり地道に継続していく、まずは本当にこの20年、指定を受けてからなかなか地域の、近隣の方々の反対で、公開まで進めていないという状況の中で、少ない範囲ですが、まず第１歩を踏み出したいというのが、我々の整備のスタートなので、今できることをやること、まずは公開してどうなのかっていう検証を進めていきたいと思います。
○委員Ａ
はい、私も参加させていただいてから、周辺の方々の反対意見っていうのは、なかなか強いものがあると感じています。その中で、部分的にも公開していく、その第一歩であって、その先ですね、その先これがどういうような状況になるかっていうのを分析して、検討してそれで広げていく方向にいくのか、自然とからめる方向に行くのか。そういう中で、イベントとか、その他いろいろな催し物が設定できると思う。そこに持っていくまでの情報ですね、それから今の小学生も含めた若い世代をどういうふうに育てていくのか、こういった長期的な戦略もこれからの部分では必要になると思う。その第一歩としての、公開であるということでご理解いただければという感じでしょうか。
○委員Ｃ
井野長割遺跡の整備は良い事例になるのかなというふうに思っていまして、近隣住民の理解、教育普及ということが、皆様方が努力してきた事例が、日本全国にこういう遺跡があり、住民の理解をえながら進める整備の事例だということが、どこでも佐倉市内でも起こるかもしれないと考えると、申し訳ないですけれど、いい事例だと思います。
○委員Ａ
正直なところを私もそう考えていまして、いわゆる学校施設の真隣りに国史跡があって、そこで公開あるいはイベントを考えていこうというのは、普通、国指定史跡というのは、バッファゾーンがあって、そういった形で土地利用というか購入とかしていることが多いので、むしろこの整備がうまい方向で回せるように、様々な形で地域の方々や地元の方々のご協力を得られて、うまく回すことができれば、これすごい事例だと思います。文化財学会や遺跡学会などで、典型的なケース事業としてお話ができる状況になると思います。それだけに何とかうまくこれは整備したいなと思います。審議事項についてよろしいですか。そうしましたら審議事項については、ご了承いただいたということでよろしくお願いいたします。

４．その他
○事務局Ａ
これからの記念事業ですが、先ほども報告のところで説明しましたが、網代編みのワークショップを2月14日の午前に行います。それから3月1日に遺跡見学会を午前中に行いまして、午後から部分公開になります。これが今後の井野長割遺跡の指定20周年記念事業となります。
○委員Ａ
20周年記念としては、すでにイベントがいくつか展開されていると思います。今後ということで、2月14日と3月1日に予定されているということですね。それでは今後の展望について、事務局から説明お願いします。
○事務局Ａ
先ほど既に公開スケジュールの所で説明させていただきましたが、今後の展望については全体計画の見直しを委員の先生方にご意見をいただきながら進めていきたいと考えております。
○委員Ａ
ここについてはよろしいですか。そうしましたら今回オブザーバーの方として2名の方に来ていただいております。オブザーバーの先生方から、何かご意見、ご質問等ございましたら賜りたいと思いますが、いかがでしょう。
○オブザーバーＡ
井野小学校教頭の塚本です。連携の強化をということで、土器焼きなどを子供たちに行っていただき、本当に大変な活動をしていただいて感謝しています。例えば部分公開っていうところにも子供たちが足を運べるような授業や、学校ができることについて、担任の先生方にも確認をしたいと思います。またこの公開以外に土器焼きの際に子供たちが遺跡に入れさせてもらうことがあるので、学校として今後何ができるのかを考えていきたいと思います。
○委員Ａ
ありがとうございます。県の方からいかがですか。
○オブザーバーＢ
委員の皆様には貴重なご意見をありがとうございました。私事ですが、20年前に歴博の展示係におり、その時に井野長割遺跡の史跡指定があり、事務局Ａさんと一緒に歴博で展示をおこなった思い出がよみがえりました。その時はここまで整備について深刻な状態じゃないと思い、盛り上げていこうということだったのですが、着実に慎重に進めていただいたおかげで、部分公開できるようになり、委員の皆様から具体的な提案をいただき、ようやく一歩を踏み出すことができたと考えています。また、県としましても、できる範囲で協力してまいりますので、貴重なご意見をいただければと思っています。
○委員Ａ
ありがとうございました。他の先生方よろしいですか。ないようですので、議事次第の報告事項、審議事項、その他が終了いたしました。司会を事務局側にお返ししたいと思います。

５．閉会
○事務局Ａ
そうしましたら、事務的なお話ですが、委員の任期が２年単位になっておりますので、先生方におかれましては、引き続き来年度もよろしくお願いいたします。
それでは、これをもちまして、令和7年度の整備検討委員会を終了させていただきます。ありがとうございました。

